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船舶事故調査報告書 

 

                               令和４年６月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年１月２９日 ０８時０５分ごろ 

発生場所 三重県鳥羽市ハンス鼻北北東方沖 

 石鏡
い じ か

灯台から真方位０３１°８５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２７.１′ 東経１３６°５５.７′） 

事故の概要  プレジャーボート大浜
おおはま

丸は、南東進中、岩礁に乗り揚げた。 

 大浜丸は、プロペラの欠損等を生じた。 

事故調査の経過 令和４年２月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 大浜丸、２.８トン 

 ２８１－２６３４３三重、個人所有 

 １０.８０ｍ（Lr）×２.８２ｍ×０.７１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１２１.３５kＷ、平成元年１２月 

 乗組員等に関する情報 船長 ５９歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１０年９月７日 

  免許証交付日 令和３年６月２１日 

         （令和８年６月２０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラに欠損、プロペラシャフトに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １ 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約１２０cm（鳥

羽） 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、家族２人を乗せ、釣りを行う目的

で、令和４年１月２９日０７時３０分ごろ三重県伊勢市宇治山田港を

出航し、桃
もも

取
とり

水道及び加布良古
か ぶ ら こ

水道を通過した後、鳥羽市鎧
よろい

埼沖に

向けて航行した。 

 船長は、舵輪の手前に立って手動操舵で操船に当たり、家族２人を

後部甲板に座らせ、本船を約３０km/h の対地速力で南東進させていた

ところ、船首方に漂泊して釣りを行う約２０隻の遊漁船やプレジャー

ボート等の集団を認め、その近くで釣りを行うこととした。（写真１
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参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本船は、船首方の遊漁船等の集団に向けてハンス鼻北北東方沖を南

東進中、船長が左舷船首方に干出した岩を認め、左舷方約２０～３０

ｍの距離を隔てて同岩を通過したところ、０８時０５分ごろ船底に衝

撃があり、タナバシと呼称される岩礁の一部（以下「本件岩礁」とい

う。）に乗り揚げ、乗り切った。 

 船長は、主機が作動していたものの前後進ができなかったので、 

１１８番通報を行ったのち錨泊し、来援した海上保安庁の船艇にえい
．．

航されて鳥羽市鳥羽港に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船は、喫水が船首約０.６ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

 船長は、ふだん、三重県神島付近で本船を用いて釣りを行っていた

が、本事故発生の約１週間前に遊漁船に乗って釣りを行った際（以下

「前回遊漁の際」という。）、鎧埼沖に集まっていた遊漁船の釣果が良

かったので、本事故時、同埼付近の遊漁船等の集団を探して、その付

近で釣りを行う予定でハンス鼻沖を通航していた。 

 海上保安庁刊行の本州南・東岸水路誌（令和２年３月刊行）によれ

ば、本事故の発生海域について、次のとおり記載されている。 

 （加布良古）水道南口には石鏡島をほぼ中心として南北に浅礁脈が

あり、この礁脈と南西方陸岸との間に狭水道がある。その最狭部はハ

ンス鼻とタナバシ（干出１.８ｍの礁）との間にあって、水深１０ｍ

以上の幅は約３００ｍである。 

 船長は、ハンス鼻沖を航行するのが初めてであったが、前回遊漁の

際、沖から見てハンス鼻付近に岩礁（タナバシ）があることを認め、

同岩礁が目立っていたので目視で確認できると思い、事前に水路調査

を行っていなかった。 

 船長は、本事故時、左舷船首方に干出した岩を認めたものの、潮位

によって海面上に干出している部分が小さく、同岩が前回遊漁の際に

写真１ 本船 
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認めた岩礁とは思わなかった。 

 船長は、本事故当時、魚群探知機の機能を備えたＧＰＳプロッター

を作動させ、時折確認していたが、航行途中にも魚影を探索しようと

表示画面をプロッター及び魚群探知の分割表示としており、プロッタ

ー表示が小さく、表示されていたタナバシに気付かなかった。 

 本事故当時、船長及び家族２人は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、ハンス鼻北北東方沖を南東進中、船長が、左舷船首方に干

出した岩を認めたものの潮位によって海面上に干出している部分が小

さく、同岩が前回遊漁の際に認めた岩礁（タナバシ）とは思わずに航

行したことから、本件岩礁に向かう進路となっていることに気付かず

に航行を続け、本件岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、ハンス鼻沖を航行するのが初めてであったが、前回遊漁の

際に認めた岩礁を目視で確認できると思ったことから、事前に水路調

査を行っていなかったものと考えられる。 

 船長は、本事故当時、魚群探知機の機能を備えたＧＰＳプロッター

を作動させていたが、魚影を探索しようと表示画面をプロッター及び

魚群探知の分割表示としていたことから、プロッター表示が小さく、

表示されていたタナバシに気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、ハンス鼻北北東方沖を南東進中、船長が、左舷

船首方に干出した岩を認めたものの潮位によって海面上に干出してい

る部分が小さく、同岩が前回遊漁の際に認めた岩礁（タナバシ）とは

思わずに航行したため、本件岩礁に向かう進路となっていることに気

付かずに航行を続け、本件岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行予定の海域について事前に水路調査を行い、潮位の

変化を考慮したうえで浅礁域等から十分に距離を隔てて航行する

こと。 

 ・船長は、浅礁域が拡延している海域を航行する場合、船位や岩礁

等の障害物を確認できるようにＧＰＳプロッターの画面表示を適

切に設定して航行すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県 

愛知県 

伊勢市 

鳥羽市 

ハンス鼻 

石鏡灯台 

宇治山田港 

桃取水道 

加布良古水道 

鎧埼 

タナバシ 

鳥羽港 

神島 

石鏡島 

事故発生場所 
（令和４年１月２９日 
０８時０５分ごろ発生） 鳥羽市 


